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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信網を介して端末とサーバとの間でマルチメディアメッセージ通信サービスを実現さ
せるための方法であって、前記端末は無線路経由で前記通信網と通信するように構成され
ており、
　端末にアドレス指定された、少なくとも１つのメッセージコンポーネントを包含するマ
ルチメディアメッセージをサーバで受取ること、
　サーバからの通知メッセージを無線路経由で通信網を介して端末に伝送すること、
を包含する方法であって、
　通知メッセージが、前記少なくとも１つのメッセージコンポーネントの少なくとも１つ
のプロパティに関する情報を包含すること、および、
この方法がさらに、
　前記通知メッセージを端末で受取ること、
　端末において、該端末に転送すべきメッセージコンポーネントを、前記通知メッセージ
によって運ばれたプロパティ情報に基づいて選択すること、
　端末において、選択されたメッセージコンポーネントのためのベアラを、前記通知メッ
セージによって運ばれたプロパティ情報に基づいて選択すること、および、
　選択されたメッセージコンポーネントを無線路経由で転送するために、端末によって選
択されたベアラを使って該メッセージコンポーネントをサーバから端末に転送すること、
を包含することを特徴とする方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記少なくとも１つのメッセージコンポーネントのプ
ロパティが前記メッセージコンポーネントのタイプに関する情報を包含し、該情報が前記
ベアラの選択において使用されることを特徴とする方法。
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【請求項３】
　請求項１又は２に記載の方法であって、前記少なくとも１つのメッセージコンポーネン
トのプロパティが前記メッセージコンポーネントのサイズに関する情報を包含し、該情報
が前記ベアラの選択において使用されることを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一つに記載の方法であって、前記少なくとも１つのメッセージ
コンポーネントのプロパティが前記メッセージコンポーネントの重要度に関する情報を包
含し、該情報が前記ベアラの選択において使用されることを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか一つに記載の方法であって、方法がさらに、
　端末に少なくとも１つのユーザが設定し得るルールであって該端末に所定の処理を実行
させるユーザ構成可能ルールを定めること、および
　前記少なくとも１つのユーザ構成可能ルールを前記ベアラの選択において使用すること
、
を包含することを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一つに記載の方法であって、前記マルチメディアメッセージは
２つ以上のメッセージコンポーネントを包含し、および端末に転送する２つ以上のメッセ
ージコンポーネントを端末が選択することを包含し、そこでは、端末が２つ以上の選択さ
れたメッセージコンポーネントの各々を無線路経由で転送するためのベアラを選択し、各
々の選択されたベアラは端末がサポートするベアラセットの中から選択される、ことを特
徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一つに記載の方法であって、２つ以上のメッセージコンポーネ
ントタイプが存在すること、およびデフォルトベアラが前記２つ以上のメッセージコンポ
ーネントタイプの各々に対して定められることを包含し、そこでは、所定のメッセージコ
ンポーネントタイプのメッセージコンポーネントに対し、端末が、無線路経由で該メッセ
ージコンポーネントを転送するために、メッセージコンポーネントのメッセージコンポー
ネントタイプに対して定められるデフォルトベアラを選択すること、を特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか一つに記載の方法であって、２つ以上のメッセージコンポーネ
ントタイプが存在すること、および２つ以上のデフォルトベアラが前記２つ以上のメッセ
ージコンポーネントタイプの各々に対して定められることを包含し、そこでは、所定のメ
ッセージコンポーネントタイプのメッセージコンポーネントに対し、端末が無線路経由で
該メッセージコンポーネントを転送するためのベアラを、該メッセージコンポーネントの
メッセージコンポーネントタイプに対して定められる２つ以上のデフォルトベアラの中か
ら選択することを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の方法であって、端末が無線路経由でメッセージコンポーネントを転送
するためのベアラを、メッセージコンポーネントのメッセージコンポーネントタイプに対
して定められる前記２つ以上のデフォルトベアラの中から選択することは、デフォルトベ
アラのデータ伝送速度；デフォルトベアラのデータ伝送コスト；メッセージコンポーネン
トのサイズの各基準の一つに基づいて行なうこと、を特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項１～９のいずれか一つに記載の方法であって、前記通知メッセージを端末で受取
った後、該端末は、メッセージコンポーネントの取り出しについて決定を下すことを特徴
とする方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の方法であって、前記端末へのメッセージコンポーネントの取り出し
に関する決定が、通知メッセージで運ばれた情報に基づいて成されるものであることを特
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徴とする方法。
【請求項１２】
　請求項１０又は１１に記載の方法であって、前記端末へのメッセージコンポーネントの
取り出しに関する決定が、該端末のプロパティの少なくとも一部に基づいてなされるもの
であることを特徴とする方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の方法であって、前記端末のプロパティが、該端末の使用可能メモリ
、該端末の特定のメッセージコンポーネントタイプを処理する能力、のうち少なくとも１
つを含むことを特徴とする方法。
【請求項１４】
　請求項１０～１３のいずれか一つに記載の方法であって、前記通知メッセージがさらに
、前記マルチメディアメッセージの送信者に関する情報を包含し、そこでは、前記端末へ
のメッセージコンポーネントの取り出しに関する決定が、該マルチメディアメッセージの
送信者に関する情報の少なくとも一部に基づいてなされるものであることを特徴とする方
法。
【請求項１５】
　請求項１０～１４のいずれか一つに記載の方法であって、方法がさらに、
　端末において、少なくとも１つのユーザが設定し得るルールであって該端末に所定の処
理を実行させるユーザ構成可能ルールを定めることを包含し、そこでは、前記端末へのメ
ッセージコンポーネントの取り出しに関する決定が、前記少なくとも一つのユーザ構成可
能ルールの少なくとも一部を用いてなされるものであることを特徴とする方法。
【請求項１６】
　請求項１０～１５のいずれか一つに記載の方法であって、前記端末へのメッセージコン
ポーネントの取り出しに関する決定と関連して、該メッセージコンポーネントが端末のメ
モリに収納できないか、または端末が該メッセージコンポーネントを処理し得ないと判断
する場合は、該端末のユーザに通知されることを特徴とする方法。
【請求項１７】
　請求項１６に記載の方法であって、前記ユーザへの通知において、ユーザに特定の処置
を講じるよう要求することを特徴とする方法。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の方法であって、前記特定の処置が、端末へのコンピュータ取付け、
端末への補助メモリデバイスへの取付けのうちの１つであることを特徴とする方法。
【請求項１９】
　請求項１～１８のいずれか一つ１に記載の方法であって、前記サーバはメッセージ蓄積
転送方式を用いてメッセージを転送することを特徴とする方法。
【請求項２０】
　請求項１～１９のいずれか一つに記載の方法であって、サーバと端末の間のトラフィッ
クがＷＡＰゲートウェイ（Wireless Application Protocol＝ワイヤレス・アプリケーシ
ョン・プロトコル）を通して実現させられること、および、少なくとも該端末がＷＡＰプ
ロトコルを通信に使用するように適合されていることを特徴とする方法。
【請求項２１】
　無線路経由で通信網（１２、１８）と通信すべく配置された端末（ＭＳ）で、無線路経
由で通信網（１２、１８）と通信中のサーバ（ＭＭＳＣ）から伝送された通知メッセージ
（３０）を受取るための手段（ＭＰＵ、ＲＦ、ＡＥＲ）を包含し、ここで、通知メッセー
ジ（３０）は、端末（ＭＳ）にアドレス指定されたマルチメディアメッセージ及び少なく
とも一つのメッセージコンポーネントを包含するものが前記サーバ（ＭＭＳＣ）に到達し
たことを通知し、該通知メッセージ（３０）が前記少なくとも１つのメッセージコンポー
ネントの少なくとも１つのプロパティに関する情報を包含しており、
該端末（ＭＳ）は、前記通知メッセージ（３０）を受取るための手段（ＭＰＵ、ＲＦ、Ａ
ＥＲ）、および端末（ＭＳ）に転送すべきメッセージコンポーネントを前記通知メッセー
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ジ（３０）によって運ばれたプロパティ情報に基づいて選択するための手段（ＭＰＵ）、
を包含し、
該端末（ＭＳ）はさらに、
　選択されたメッセージコンポーネントを前記サーバ（ＭＭＳＣ）から前記無線路経由で
端末（ＭＳ）に転送する目的で、選択されたメッセージコンポーネントのためのベアラを
前記通知メッセージ（３０）によって運ばれたプロパティ情報に基づいて選択するための
手段（ＭＰＵ）を包含することを特徴とする端末。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の端末であって、どのベアラが選択されるかに基づくプロパティ情報
は、前記メッセージコンポーネントのタイプに関する情報を包含する
ことを特徴とする端末。
【請求項２３】
　請求項２１又は２２に記載の端末であって、どのベアラが選択されるかに基づくプロパ
ティ情報は、前記メッセージコンポーネントのサイズに関する情報を包含することを特徴
とする端末。
【請求項２４】
　請求項２１～２３のいずれか一つに記載の端末であって、どのベアラが選択されるかに
基づくプロパティ情報は、前記メッセージコンポーネントの重要度に関する情報を包含す
ることを特徴とする端末。
【請求項２５】
　請求項２１～２４のいずれか一つに記載の端末であって、端末（ＭＳ）はさらに、
　端末において、少なくとも一つのユーザが設定し得るルールであって該端末に所定の処
理を実行させるユーザ構成可能ルールを定める手段（ＭＥＭ）、
　前記ベアラの選択において、前記少なくとも一つのユーザ構成可能ルールを使用する手
段（ＭＰＵ）、
を包含することを特徴とする端末。
【請求項２６】
　請求項２１～２５のいずれか一つに記載の端末であって、２つ以上のメッセージコンポ
ーネントタイプが存在し、および端末（ＭＳ）はさらに、
前記２つ以上のメッセージコンポーネントタイプの各々のデフォルトベアラを定める手段
（ＭＥＭ）を包含し、そこでは、所定のメッセージコンポーネントタイプに対して、端末
（ＭＳ）が無線路経由でメッセージコンポーネントを転送する目的でメッセージコンポー
ネントのメッセージコンポーネントタイプに対して定められるデフォルトベアラを選択す
るように構成されていることを特徴とする端末。
【請求項２７】
　請求項２１～２６のいずれか一つに記載の端末であって、該端末へのメッセージコンポ
ーネントの取り出しに関する決定が、端末のプロパティの少なくとも一部に基づいてなさ
れるように構成されていることを特徴とする端末。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の端末であって、端末（ＭＳ）のプロパティが、該端末の使用可能メ
モリ、該端末の特定のメッセージコンポーネントタイプを処理する能力、のうち少なくと
も１つを含むことを特徴とする端末。
【請求項２９】
　請求項２１～２８のいずれか一つに記載の端末であって、端末（ＭＳ）は、
該端末（ＭＳ）へのメッセージコンポーネントの取り出しに関する決定と関連して、メッ
セージコンポーネントが端末のメモリに収容できるか否かを判断する手段（ＭＰＵ）、お
よび
その判断結果が否定的であることをユーザに通知する手段（ＵＩ）、
を包含することを特徴とする端末。
【請求項３０】
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　請求項２１～２８のいずれか一つに記載の端末であって、端末（ＭＳ）は、
該端末（ＭＳ）へのメッセージコンポーネントの取り出しに関する決定と関連して、端末
がメッセージコンポーネントを処理できるか否かを判断する手段（ＭＰＵ）、および
その判断結果が否定的であることをユーザに通知する手段（ＵＩ）、
を包含することを特徴とする端末。
【請求項３１】
　請求項２９又は３０に記載の端末であって、端末（ＭＳ）は該否定的な判断結果が生じ
たときに、ユーザに対して特別のステップをとることを要求する手段（ＭＰＵ、ＵＩ）を
包含することを特徴とする端末。
【請求項３２】
　請求項３１に記載の端末であって、該特別のステップは、コンピュータを端末に取り付
けること、または補助メモリ装置を端末に取り付けること、のうちの一つからなることを
特徴とする端末。
【請求項３３】
　請求項２１～３２のいずれか一つに記載の端末であって、端末（ＭＳ）は、通信網（１
２、１８）に端末（ＭＳ）が選択したベアラを通知する手段（ＭＰＵ、ＲＦ、ＡＥＲ）を
包含することを特徴とする端末。
【請求項３４】
　請求項２１～３３のいずれか一つに記載の端末（ＭＳ）であって、
端末（ＭＳ）が前記メッセージコンポーネントの転送を開始するための手段（ＭＰＵ、Ｒ
Ｆ、ＡＥＲ）を包含することを特徴とする端末。
【請求項３５】
　請求項２１～３４のいずれか一つに記載の端末（ＭＳ）であって、
端末（ＭＳ）がセルラー通信網の移動局、コンピュータ端末、無線カードのうちの１つで
あることを特徴とする端末。
【請求項３６】
　端末（ＭＳ）が、無線路経由で通信網（１２、１８）と通信し、この通信網（１２、１
８）と結合するサーバ（ＭＭＳＣ）から前記無線路経由で該端末に伝送された通知メッセ
ージ（３０）を受取り、該通知メッセージ（３０）は、端末（ＭＳ）にアドレス指定され
たマルチメディアメッセージ及び少なくとも一つのメッセージコンポーネントを包含する
ものが前記サーバ（ＭＭＳＣ）に到達したことを通知し、前記通知メッセージ（３０）が
少なくとも１つのメッセージコンポーネントの少なくとも１つのプロパティに関する情報
を包含する、ように構成されたマルチメディアメッセージ通信サービスを提供するネット
ワークにおいて、
　該端末（ＭＳ）における前記マルチメディアメッセージ通信サービスを実現させるため
のコンピュータプログラムは、
　端末（ＭＳ）に転送すべきメッセージコンポーネントを前記通知メッセージ（３０）に
よって運ばれたプロパティ情報に基づいて該端末（ＭＳ）に選択させるためのコンピュー
タ実行可能なコードを包含し、
　さらに、選択されたメッセージコンポーネントを前記サーバ（ＭＭＳＣ）から前記無線
路経由で端末（ＭＳ）に転送する目的で、選択されたメッセージコンポーネントのための
ベアラを前記通知メッセージ（３０）によって運ばれたプロパティ情報に基づいて該端末
に選択させるためのコンピュータ実行可能なコードを包含することを特徴とするコンピュ
ータプログラム。
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